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聖籠町告示第７号 

聖籠町社会福祉法人等による利用者負担軽減助成実施要綱の一部を改正する

告示を次のように定める。 

平成３１年１月２９日 

                   聖籠町長 西脇 道夫  

聖籠町社会福祉法人等による利用者負担軽減助成実施要綱の一 

部を改正する告示 

聖籠町社会福祉法人等による利用者負担軽減助成実施要綱（平成１３年聖籠町

告示第７１号）の一部を次のように改正する。 

第３条中「法に基づく指定地域密着型介護老人福祉施設、指定介護老人福祉施

設及び指定居宅サービス事業者のうち利用者負担を軽減する社会福祉法人等」

を「次の各号で定める社会福祉法人等」に改め、「する。」の次に「ただし、

第２号から第６号に規定する者については、都道府県と協議の上で町長が認め

るものとする。」を加え、同条に次の各号を加える。 

（１） 社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第２２条に規定する社会福祉

法人 

（２） 法第４１条第１項に規定する指定居宅サービス事業者（社会福祉法人

である者を除く。） 

（３） 法第４２条の２第１項に規定する指定地域密着型サービス事業者（社

会福祉法人である者を除く。） 

（４） 法第５３条第１項に規定する指定介護予防サービス事業者（社会福祉

法人である者を除く。） 

（５） 法第５４条の２第１項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事

業者（社会福祉法人である者を除く。） 

（６） 法第１１５条の４５第１項に規定する介護予防・日常生活支援総合事

業のうち第１号訪問事業及び第１号通所事業を実施する事業者（社会福

祉法人である者を除く。） 

第３条の次に次の１条を加える。 

（法人等の届出） 

第３条の２ 利用者負担の軽減を行い、助成を受けようとする第３条第１号に

規定する社会福祉法人は、都道府県知事及び町長に届け出なければならない。
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これを廃止しようとするときも同様とする。 

２ 利用者負担の軽減を行い、助成を受けようとする第３条第２号から第６号

に規定する者は、町長に届け出なければならない。これを廃止しようとする

ときも同様とする。 

３ 自らの財務状況を踏まえて自主的に事業実施が可能である旨を申し出た社

会福祉法人については、次条に規定する助成措置を受けることなく本事業を

実施することができるものとする。この場合も、助成措置以外の実施方法は

本告示のとおりとする。 

第４条から第５条までを次のように改める。 

（助成の内容） 

第４条 助成の内容は、法人等が第５条に規定する利用者負担を軽減した総額

（以下「軽減総額」とする。）から法人等が本来受領すべき同条に規定する

利用者負担（法人等が利用者負担の軽減を行ったものに限る。）の総額（以

下「本来受領総額」とする。）に１００分の１を乗じた額を控除した額に２

分の１を乗じた額を助成するものとする。ただし、同条第１項第５号に規定

する介護福祉施設サービス等に係る軽減総額が本来受領総額に１００分の１

０を乗じた額を超過するとき、その超過額全額を助成し、その助成額を軽減

総額から控除するものとする。 

２ 助成額に１，０００円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 

（助成の交付） 

第４条の２ 助成を受けようとする法人等は、町長が必要と認める書類等を添

付し、助成金交付申請書（別記様式第１号）により、町長へ申請しなければ

ならない。 

２ 町長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、適当と認

めたときは助成の交付を決定し、適当と認めないときは助成の不交付を決定

し、その旨を当該申請をした法人等に通知する。 

（助成の実績報告） 

第４条の３ 助成の決定を受けた者は、助成を受ける年度の事業が完了したと

きは、町長が必要と認める書類等を添付し、実績報告書（別記様式第２号）

により、町長が別途指示する日までに報告しなければならない。 

２ 町長は、法人等から前項の規定による実績報告があったときは、これを審
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査し、交付すべき助成額を予算の範囲内で確定し、当該実績報告書を提出し

た法人等に通知する。 

（軽減される負担） 

第５条 法人等は、次の各号で定めるサービスに係る利用者負担（介護費（介

護保険サービス等の利用に要した費用をいう。）、食費、居住費（滞在費）

及び宿泊費から保険者が負担すべき金額（国又は地方公共団体が別に負担す

べき金額がある場合は、これを加えた額）を控除して得た額をいう。）につ

いて軽減を行う。 

（１） 法第８条第２項に規定する訪問介護 

（２） 法第８条第７項に規定する通所介護 

（３） 法第８条第９項に規定する短期入所生活介護 

（４） 法第８条第１５項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

（５） 法第８条第１６号に規定する夜間対応型訪問介護 

（６） 法第８条第１７項に規定する地域密着型通所介護 

（７） 法第８条第１８項に規定する認知症対応型通所介護 

（８） 法第８条第１９項に規定する小規模多機能型居宅介護 

（９） 法第８条第２２項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活

介護 

（１０） 法第８条第２３項に規定する複合型サービス 

（１１） 法第８条第２７項に規定する介護福祉施設サービス 

（１２） 法第８条の２第７項に規定する介護予防短期入所生活介護 

（１３） 法第８条の２第１３項に規定する介護予防認知症対応型通所介護 

（１４） 法第８条の２第１４項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護 

（１５） 法第１１５条の４５第１項第１号イに規定する第１号訪問事業のう

ち介護予防訪問介護に相当する事業（自己負担割合が保険給付と同様

のものに限る。） 

（１６） 法第１１５条の４５第１項第１号ロに規定する第１号通所事業のう

ち介護予防通所介護に相当する事業（自己負担割合が保険給付と同様

のものに限る。） 

２ 前項の規定にかかわらず、介護保険法施行令（平成１０年１２月２４日政

令第４１２号。以下「令」という。）第２２条の２の２第７項に規定する者
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及び令第２９条の２の２第７項に規定する者のうち国民年金法等の一部を改

正する法律（昭和６０年法律第３４号。以下「昭和６０年国民年金等改正法」

という。）附則第３２条第１項の規定によりなお従前の例によるものとされ

た昭和６０年国民年金等改正法第１条の規定による改正前の国民年金法（昭

和３４年法律第１４１号）に基づく老齢福祉年金（以下「老齢福祉年金」と

いう。）を受給していないものが利用する前項第４号、第８号、第９号、第

１０号又は第１１号に規定するサービスの利用に係る介護費については、軽

減されない。 

３ 第１項の規定にかかわらず、法第５１条の３第１項に規定する特定入所者

介護サービス費又は法第６１条の３第１項に規定する特定入所者介護予防サ

ービス費が支給されていない第１項第３号、第９号、第１１号又は第１２号

に規定するサービスの利用に係る食費又は居住費（滞在費）については、軽

減されない。 

第５条の次に次の１条を加える。 

（適用関係） 

第５条の２ 法第５１条第１項に規定する高額介護サービス費、法第６１条第

１項に規定する高額介護予防サービス費（以下「高額介護（予防）サービス

費」という。）、法第５１条の２第１項に規定する高額医療合算介護サービ

ス費及び法第６１条の２第２項に規定する高額医療合算介護予防サービス費

（以下「高額医療合算介護（予防）サービス費」という。）との適用関係に

ついては、本告示に基づく軽減の適用をまず行い、軽減後の介護費に着目し

て高額介護（予防）サービス費及び高額医療合算介護（予防）サービス費の

支給を行うものとする。 

２ 法第５１条の３第１項に規定する特定入所者介護サービス費及び法第６１

条の３第１項に規定する特定入所者介護予防サービス費（以下「特定入所者

介護（予防）サービス費」という。）との適用関係については、特定入所者

介護（予防）サービス費を支給後の利用者負担額について本告示に基づく軽

減を適用するものとする。 

第６条を次のように改める。 

（軽減の対象者） 

第６条 助成の対象となる利用者負担軽減の対象者は、次の各号のいずれかに
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該当する者とする。 

（１） 次に掲げる全ての要件を満たす者であって、生計が困難であると町長

が認めたもの 

ア その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員に市町村民税が課税されて

いないこと。 

イ 年間収入が単身世帯にあっては１５０万円以下、単身世帯以外にあって

は世帯員が１人増えるごとに５０万円を加算した額以下であること。 

ウ 預貯金等の額が単身世帯にあっては３５０万円以下、単身世帯以外にあ 

っては世帯員が１人増えるごとに１００万円を加算した額以下であるこ

と。 

エ 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。 

オ 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。 

カ 介護保険料を滞納していないこと。 

（２） 生活保護受給者 

第７条中「程度は、」の次に「前条第１号に該当する者にあっては、第５条

に規定するサービスに係る利用者負担額の」を加え、同条ただし書を削り、同

条に次の２項を加える。 

２ 前項の規定にかかわらず、前条第１号に該当する者のうち、平成２５年８

月１日、平成２６年４月１日、平成２７年４月１日又は平成３０年１０月１

日施行の生活扶助基準の改正に伴い生活保護が廃止されたものであって、廃

止時点において本告示に基づく軽減又は特定入所者介護（予防）サービス費

の支給により居住費（滞在費）の利用者負担がなかったものについては、軽

減の程度を居住費（滞在費）以外に係る利用者負担額については４分の１（老

齢福祉年金受給者にあっては２分の１）とし、居住費（滞在費）に係る利用

者負担額の全額とする。 

３ 法人等が実施する利用者負担軽減の程度は、前条第２号に該当する者にあ

っては、個室の居住費（滞在費）に係る利用者負担額の全額とする。 

第８条を次のように改める。 

第８条 削除 

第９条の見出し中「利用者負担軽減認定」を「軽減」に改め、同条各号列記以

外の部分中「者」の次に「（以下「申請者」とする。）」を加え、「介護保険
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社会福祉法人等による利用者負担軽減対象確認申請書（別記様式第５号）」を

「社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書（別記様式第３号）」に改め、

同条第１号を次のように改める。 

（１） 申請者の介護保険被保険者証 

第９条第２号中「町民税非課税証明及び国民年金証書（受領証）又は収入状況

のわかる書類等」を「申請者が第６条に規定する要件を満たすことを確認でき

る書類」に改め、同条に次の１号を加える。 

（３） その他町長が必要と認める書類等 

第１０条中「町長は」の次に「、」を加え、「社会福祉法人等利用者負担軽減承

認(不承認)決定通知書(別記様式第６号)」を「社会福祉法人等利用者負担軽減

対象決定通知書（別記様式第４号）」に改め、「社会福祉法人等利用者負担軽減

確認証(別記様式第７号)(以下「確認証」という。)」を削り、「この場合におい

て、」を「ただし、」に、「社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(別記様式第７

号の２)」を「社会福祉法人等利用者負担軽減確認証（別記様式第５号の２）」

に改める。 

第１０条の２を削る。 

第１１条を削り、第１０条の２の次に次の１条を加える。 

（軽減の有効期間） 

第１１条 利用者負担の軽減は、第９条に規定する申請のあった日の属する月

の初日から次に到来する７月３１日まで適用する。 

第１２条第１項を次のように改める。 

確認証の交付を受けた者（以下「認定者」という。）は、確認証の有効期限満

了後も利用者負担の軽減を継続したいときは、有効期限満了日の３０日前まで

に第９条に規定する申請を行わなければならない。 

第１２条第３項中「認定者は確認証を汚損し、若しくは忘失」を「認定者は、

確認証を汚損又は亡失」に改め、「社会福祉法人等利用者負担軽減確認証再交

付申請書（別記様式第８号）」を削り、「受けなければならない」を「受ける

ことができる」に改める。 

第１３条の見出し中「確認証」の次に「の」を加え、同条中「第５条に規定す

るサービスを受けるときは、」を削り、「法人」を「第３条の２の届出をした

法人等」に改める。 



7/15 

第１４条を次のように改める。 

（確認証の返還） 

第１４条 認定者又はその関係者は、認定者が被保険者資格を喪失したとき、

第６条に規定する要件に該当しなくなったとき又は確認証に記載された内容

に変更が生じたときは、速やかに町長に届け出るとともに確認証を町長に返

還しなければならない。 

第１６条中「町長は虚偽その他不正な行為があったときは、」を「町長は、第

４条の２に規定する申請及び第４条の３に規定する実績報告に係る提出書類に

虚偽その他不正な行為があったときは、法人等が」に改め、「、」を削る。 

別記様式第１号及び別記様式第２号を次のように改める。 
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別記様式第１号（第４条の２関係） 
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別記様式第２号（第４条の３関係） 
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別記様式第３号及び別記様式第４号を削り、別記様式第５号を別記様式第３号

とし、別記様式第６号を別記様式第４号とし、別記様式第７号を別記様式第５

号とし、別記様式第７号の２を別記様式第５号の２とし、別記様式第８号を別

記様式第６号とし、別記様式第５号、別記様式第５号の２及び別記様式第６号を

次のように改める。 
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別記様式第５号（第１０条関係） 
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別記様式第５条の２（第１０条関係） 
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別記様式第６条（第１２条関係） 

 

附 則 

 この告示は、告示の日から施行する。 


